
文部科学省 IB教育推進コンソーシアム AirCampus 

利用規約 

 

【利用規約】 

（株）アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（以下「当社」といいます）が提供する ICTプラット

フォーム（以下 AirCampus といいます）への参加にあたっては、以下の規約（以下「本規約」といいます）に従って頂

くことになります。 

本規約には、参加に関する規約及び一般規定の全てを含むものとします。 

予め内容をよくお読みになり、同意して頂いた上でお申し込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

■ 利用申込 

１．利用申込は、Web上より所定の申込フォームに必要事項をご入力の上でご提出頂き、入力済の申込データの事務局

による確認をもって「利用申込の完了」とさせて頂きます。 

２．利用に関するご案内はメールにてお知らせいたします。※郵送によるご案内はございません。 

３．申込後に申し込み手続き完了した旨を記載したメールが届かない場合は、事務局へお問い合わせください。 

 

第 1章 【利用に関する規約】 

 

第 1条（利用の制限） 

利用者が次の各号の何れかに該当するときは、事務局の判断により即刻利用の停止、退席手続きをさせて頂きます。 

(1) 進行を妨害し、不適切又は無関係の発言をし、又はその他の言動により他の利用者の迷惑になる恐れのある行為を

した場合 

(2) 承諾なしに売り込み・勧誘その他自己又は第三者の宣伝及、営利目的、政治目的、宗教的目的その他関係のない活

動の場として AirCampus を利用した場合 

(3) 掲載コンテンツ内容を録音又は録画し、一部でも規定以外の方法でダウンロードもしくはコピーした場合 

(4) コンテンツに関連して提供される資料を参加者以外に貸与又は譲渡その他の方法で利用させた場合、もしくは無断

で複製、転載、引用した場合 

(5) The International Baccalaureate Organization が International Baccalaureate 候補校および IB認定校にのみ

提供する情報について、前項以外の関係者へ提供した場合 

(6) その他、文部科学省 IB教育推進コンソーシアムまたは AirCampus 参加者の権利を害し、信用、名誉又はプライバシ

ーを毀損しもしくは品位を著しく傷つけた場合 

(7) 本規約の他の何れかに違反し、参加の継続が不適当と事務局が判断する場合 

(8) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に該当すること、反社会的勢力

を利用していること、あるいはこれと社会的に非難されるべき科刑を有していることが判明した場合 

 

第 2条（コンテンツ等の著作物利用における義務） 

利用者は、以下を遵守するものとします。 



(1) AirCampus で知り得た情報については、AirCampus 参加者以外に伝えることを禁じます。 

(2) 本規約第 2条(3)又は (4) に該当する行為を禁じます。 

 

第 3条（免責事項） 

1. 以下の各情報の正確性、完全性、有用性、その内容が最新であること、及び各情報の利用の結果につき当社は何らの

保証をするものではなく、これに基づき利用者が受けた損害につき当社は一切責任を負いません。 

(1) 他の利用者がアップロードその他の方法で提供する数値その他のデータ、予測、意見、助言、診断その他の情報 

(2) 前号の情報には、個人の氏名、肩書き及び履歴、団体の名称及び履歴、住所、電話番号、ファクシミリ番号、URL、

電子メールのアドレスを含みます。 

 

第 4条（個人情報の保護） 

当社は、知り得た利用者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を、次の各号の何れかの場合、合理的に必要と

なる範囲を超えて利用しないものとします。 

(1) 当社から情報提供の目的で利用者に電子メールを送付する場合 

(2) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で利用者に電子メール等を送付する場合 

(3) その他任意に利用者の同意を得たうえで個人情報を開示又は利用する場合 

(4) 行政機関の命令、裁判所の発する令状その他公的機関（証券取引所を含む）の指示に従い開示する場合 

 

第 2章【サービス利用に関する規約】 

 

【一般規定】 

 

第 1条（準拠法） 

本規約は、日本国の法令の適用を受け、これに従って解釈されるものとします。 

 

第 2条（合意管轄） 

本規約に関連して、利用者と当社との間に紛争が発生したときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

第 3条（定めなき事項） 

本規約に定めなき事項については、両当事者は協議の上、これを定めるものとします。本規約に定めない事項又は本規

約の条項等に関連して疑義が生じたときは、両当事者誠実に協議の上で、解決を図るものとします。  

 


